
第 12 回松本市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の結果について 

 

（令和 2年 7月 30 日午前 11 時 15 分～） 

 

１ 長野県の感染警戒レベル引上げに伴う本市の対応について 

次のとおり決定しました。 
 

⑴ 対応方針 

  ア 令和２年７月２９日の県からの要請を受け、次の５つの点について市民へ改

めて周知する。 

(ｱ) 感染者が多数発生している地域との往来に当たっては十分注意すること。 

    (ｲ) 信州版「新たな日常のすゝめ」に沿った行動を徹底すること。 

   (ｳ) 発熱等の症状があり、心配な時は速やかに保健所等に電話で相談すること。 

   (ｴ) 重症化しやすい方を守ること。 

   (ｵ) 事業所での対策を徹底すること。 

  イ 事務事業の執行に当たっては、「新しい生活様式」を踏まえたうえで、通常ど

おり実施する。 

ウ 自粛要請等により疲弊している地域経済や日常生活の再生に向けた取組み

を引続き進める。 

エ ただし、今後公表される長野県の対応方針が本市の内容と大きく異なる場合

は、方針を再検討する。 

なお、県内に「緊急事態宣言」が発出された場合、又は松本圏域の感染警戒

レベルが「Level３」に引き上げられた場合は、感染対策の強化を優先し、臨機

応変に対応を行うものとする。 
 
⑵ 感染の第２波に対する備えについて 

新型コロナウイルス感染の第２波に備えた体制づくりや、必要な物資の購入及

び備蓄等について、対策を講じる。 
 
⑶ 市有施設の対応について 

 ア １の対応方針を踏まえ、次のとおりとする。 

  (ｱ) 「業者別ガイドライン」を参考に「新しい生活様式」を踏まえたうえで、 

感染防止対策を徹底し、通常どおり開館する。 

   (ｲ) 県内に「緊急事態宣言」が発出された場合、又は松本圏域の感染警戒レベ

ルが「Level３」に引き上げられた場合は、感染対策の強化を優先し、臨機応

変に対応を行う。 
 
⑷ イベント及び会議の対応について 

  次のとおり現状の対応を継続する。 

ア イベント及び会議 



期 間 屋 内 屋 外 

8 月 1 日以降 収容率 50％以内かつ 5,000

人以内 

十分な間隔かつ 5,000 人以内 

（できれば２ｍ） 

 イ 地域の行事 

   感染防止策を徹底したうえで開催可 

ウ 全国的・広域的な人の移動を伴うイベント 

8 月 1 日以降 中止を含めて慎重な対応を求める 

全国的な人の移動を伴うイベント、又は参加者が 1,000 人を超えるようなイ

ベントを開催する場合は、イベント主催者が長野県危機管理部消防防災課新型

コロナウイルス感染症対策室に事前相談すること。 
 

⑸ 他都道府県への出張の取扱いについて 

  新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の増加が著しい都道府県が増えて

いることから、長野県で往来に当たって慎重な行動や往来そのものの検討を呼び

かけている都道府県への出張は、真に必要な出張か慎重に判断すること。 

 

２ 各部局からの報告について 

各部局から、次のとおり報告がありました。 
 

⑴ 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための市職員の勤務体制について 

  市職員は３密回避に向け、積極的に次に取組むものとする。 

ア 時差出勤 

イ 週休日の振替 

ウ 夏季休暇・年次有給休暇 

エ テレワーク 

(ｱ) サテライトオフィス（梓川支所及び四賀支所） 

(ｲ) 在宅勤務（９月から） 
 

⑵ 児童館・幼稚園・保育園の夏季休業中の対応について 

  児童館・児童センターは各小学校の夏季休業に合わせて、通常どおり開館す

る。幼稚園の夏休み、保育園の希望保育は例年どおり。 

  ただし、発症者又は濃厚接触者が出た場合は、保健所の指示により、休館休

園する場合がある。 

  当面各施設の自粛要請は行わない。 
 
⑶ 子育て世帯への臨時特別給付金について 

  次のとおり給付金の支給を開始する。 

ア 国制度（８月１１日支給予定） 

  ひとり親世帯臨時特別給付金（児童扶養手当受給者等） 

  １世帯５万円 第２子以降３万円（減収世帯５万円追加） 



 イ 市制度（８月中支給予定） 

  (ｱ) 子育て世帯臨時特別給付金（国制度受給対象とならない０～１８歳の保

護者） 

     児童 1人あたり１万円 

(ｲ) 就学世帯臨時特別給付金（ひとり親世帯臨時特別給付金受給者以外の就

学援助受給世帯等） 

１世帯あたり５万円 第２子以降３万円 
 
⑷ 松本市立病院の状況について 

  ア 入院者数 

   ６名（７月３０日現在） 

 イ ＰＣＲ検査数 

２６名／１日（直近１週間） 
 
⑸ 臨時休業から登校再開に至るフローチャートについて 

      資料のとおり、臨時休業から登校再開に至るフローチャートを作成し、市内

小中学校に周知したもの。 

 

３ 庁内対策チームの状況報告について 

  危機管理課長より、資料の確認がありました。 

 

以 上 


